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職員一同

誰もが知っている童謡や唱歌をみんなで元気に歌います。
初めての方もお気軽にご参加ください。

日 時：２月19日（水）１３：３０～１５：００
場 所：橋北地区市民センター ２階 会議室
講 師：梶原 喜久子（かじわら きくこ）さん（おたまじゃくしの会）
持ち物：飲み物、動きやすい服装

※お申し込みは不要（参加費無料）。当日、直接会場へお越しください。

『環境にやさしいエネルギーである電気、燃料電池を利用した車について学習しよう！』

テーマ 『次世代自動車の仕組みと工作』

日 程：２月２２日（土） １０：００～１２：００（2時間程度）
場 所：企業ＯＢ人材センター 多目的ルーム（橋北交流会館3階）
対 象：市内在住の小学４年生 ～ 中学３年生（定員25名）
受講料：1,000円 持ち物：筆記用具、ノート、ニッパーまたは爪切り
申込み：ＴＥＬ：330－5001（平日10：００～15：００)

またはＨＰの申込みフォームにて受付します

四日市市企業ＯＢ人材センター

〒510-0025 四日市市東新町26－32

ＴＥＬ：330-5001 ＦＡＸ 330-5002

メール：kougyou@m3.cty-net.ne.jp

URL : http://yokkaichi-obcenter.jp/

四日市市企業ＯＢ人材センター

第１７回 ものづくり講座

mailto:kougyou@m3.cty-net.ne.jp


～人権擁護委員をご存知ですか？～
人権擁護委員とは法務大臣の委嘱を受けた方々で、地域や町の皆さんのために日々、

人権啓発活動などに取り組んでいます。

◆橋北地区の人権擁護委員は、
上野 尚子（うえの なおこ）さん （万古町）です。
（任期は令和２年１月１日から３年間）
※上野さんは橋北・海蔵地区を担当されます。

◆人権についてお困りやお悩みの際は、法務局の人権相談をご利用ください。

みんなの人権１１０番：０５７０－００３－１１０

家屋を取り壊したときは
ご連絡ください

家屋を取り壊したときは、固定資産税額が変
わる可能性があるため市役所資産税課 家屋係
までご連絡ください。
物置や車庫など、小さな建物であってもご連

絡をお願いいたします。

〈お問合せ〉 資産税課 家屋係 ＴＥＬ：３５４－８１３５
または ３５４－８１３８

詳しくは、広報「よっかいち」
１月下旬号別冊をご覧ください

今年も市県民税、所得税の申告時期となりました。必要書類などの準備はお済みでしょうか。申告書は
ご自身で記入し、提出してください。市県民税の申告期限、所得税の申告・納付期限は3月1６日（月）です。

市県民税の申告書（オレンジ色の封筒の人）は市役所または地区市民センターなどへ

橋北地区市民センター ２月１７日（月） ９：００～１４：３０

市役所２階 市民税課 ３月１０日（火）～１６日（月） ９：００～１６：００
土・日曜日は除く

＊市役所へお越しの際は公共交通機関をご利用ください。
＊市民センターの駐車場は限りがありますので、あらかじめご理解ください。

四日市税務署からの確定申告会場のお知らせ

じばさん三重 ６階 ２月１７日（月）～３月１６日（月） ９：００～１７：００
（安島１丁目３－１８） 土曜・日曜・祝日は除く（受付 １６：００まで）

＊この期間は、四日市税務署内では確定申告会場を設けませんので、ご注意ください。
＊じばさん三重へのお問い合わせは、ご遠慮ください。
＊駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

＜お問合せ＞市県民税の申告ついて・・・・・・四日市市役所市民税課 ＴＥＬ：３５４－８１３２
所得税の確定申告について・・・・四日市税務署 ＴＥＬ：３５２－３１４１

市県民税、所得税の申告が始まります

自動車文庫

１月３１日（金） 橋北地区市民センター
１０：００～１０：４０

滝川公園
１０：５０～１１：２０



橋北通り（市道午起末永線）の再舗装工事のお知らせ

橋北通り（市道午起末永線）におきまして車道の再舗装工事を行われます
のでお知らせします。工事の際は、交通規制・機械の騒音・振動等によりご
不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のをお願いします。

記

工 事 名：午起末永線再舗装工事

工事場所：四日市市 京町及び川原町 地内
※右ページ 位置図参照

内 容：傷んだ舗装を撤去し、新たに再舗装を行います。

工事期間：１月下旬～３月中旬（予定）

工事時間：８：３０頃～１７：００頃 （日曜休工）
※終了時刻については、多少前後することがあります。
※状況に応じて、作業時間帯を変更する場合があります。

交通規制： 橋北通りにおいて、毎日、工事箇所を移動して作業を行い、片側
交互通行の規制を行います。また、交差する道路におきましても、
橋北通りへの通行を規制する場合がありますので、現地の案内板
および交通誘導警備員の誘導に従ってご通行ください。

【発 注 者】 都市整備部 道路整備課 企画・建設係 担当：太田
ＴＥＬ：０５９－３５４－８２１３

【工事会社】 株式会社 リョーケン 現場代理人：寺本・高橋
ＴＥＬ：０５９－３２０－０８０８ 携帯：０９０－８３３６－０５０６

令和元年

１２月 １月 ２月 ３月

準備工事（下水道マンホール調整等）

舗装工事

区画線工事・下水道マンホール調整

工事スケジュール（予定）

工　種
令和２年



位置図

橋北中学校

橋北小学校

工事箇所


